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 (
決裁後に長寿応援課で
記入し、
控え分
を
居宅介護支援事業所に送付いたします。
) (
添付書類
　
・
居宅
サービス計画書
(
第
1
表
・第
2
表
)
　
　
　
　
　　　
　
・
サービス担当者会議の要点
(
第
4
表
)
・
(
短期入所サービスの場合のみ
)
サービス利用表
+
別表
(
第
6
表
・第
7
表
)
書類提出の
タイミング
認定有効期間ごとの許可となりますので、①
新規申請
 
②
認定
更新
 
③
区分変更
時に提出が必要です。
) (
・「院内介助」は病院が対応することが原則ですので、病院に院内での個別介助が可能かどうか確認し、確認した内容を必ず明記してください。
・台所や脱衣所が独立している完全二世帯住宅の場合は、同居とは
捉えません
。
) (
訪問介護における
院内介助
認定有効期間の半数を超える短期入所
生活介護
30
日を超える短期入所生活介護
同居者のいる生活援助
のいずれかを記入してください。
)
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